
広
島
県
告
示
第
百
十
三
号 

 
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
っ
て
、
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
五
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

一 

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要 

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者 

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地 

氏
名
又
は
名
称 

住 
 

所 

所 
 

在 

面
積
（
㎡
） 

農
事
組
合
法
人
ユ
ー
ト
ピ

ア
か
み
な
か 

三
原
市 

三
原
市
大
和
町
大
草
字
神
原
九

一
八
三
番
ほ
か
四
筆 

七
、
八
八
八 

全
国
農
業
協
同
組
合
連
合

会
広
島
県
本
部 

広
島
市 

三
原
市
高
坂
町
真
良
一
三
七
八

番
五
ほ
か
四
筆 

一
一
、
二
九
五 

株
式
会
社
福
田
農
場 

三
次
市 

三
次
市
向
江
田
町
四
三
二
番
一

ほ
か
五
筆 

七
、
六
七
七 

農
事
組
合
法
人
フ
ァ
ー
ム

あ
お
が 

三
次
市 
三
次
市
青
河
町
一
〇
八
〇
番
一

ほ
か
二
筆 

一
、
八
四
八 

農
事
組
合
法
人
海
渡 

三
次
市 

三
次
市
海
渡
町
一
二
一
七
番 

一
、
二
九
〇 

株
式
会
社
ハ
ラ
ダ
フ
ァ
ー

ム
本
多 

安
芸
高
田
市 

安
芸
高
田
市
高
宮
町
原
田
字
竜

王
山
新
田
一
六
六
六
番
一
ほ
か

五
筆 

五
、
四
一
六 

株
式
会
社
今
桐
フ
ァ
ー
ム 

安
芸
高
田
市 

安
芸
高
田
市
高
宮
町
原
田
字
竜

王
山
一
二
九
七
一
番
二
一
三 

九
三
一 

有
限
会
社
時
川
プ
ロ
ダ
ク

ト 

安
芸
高
田
市 

安
芸
高
田
市
向
原
町
戸
島
字
万

念
喜
一
二
八
二
番
ほ
か
一
筆 

三
、
二
六
七 

角
田 

英
二 

安
芸
高
田
市 

安
芸
高
田
市
美
土
里
町
北
字
市

二
七
七
番
一
ほ
か
五
筆 

一
〇
、
七
〇
三 

株
式
会
社
雄
飛
会 

安
芸
高
田
市 

安
芸
高
田
市
高
宮
町
来
女
木
字

行
田
二
四
四
八
番
一
ほ
か
七
筆 

八
、
六
六
〇 

農
事
組
合
法
人
す
な
だ 

世
羅
郡
世
羅
町 

世
羅
郡
世
羅
町
大
字
別
迫
字
砂

崎
三
一
六
番
ほ
か
一
三
筆 

二
九
、
四
〇
六 

農
事
組
合
法
人
大
福
フ
ァ

ー
ム 

世
羅
郡
世
羅
町 

世
羅
郡
世
羅
町
大
字
小
国
字
福

原
三
七
五
二
番
一
ほ
か
一
筆 

三
、
四
八
九 

二 

認
可
年
月
日 

 
 

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日 


